
も
し
も
し
税
金
相
談
室

　

南
九
州
税
理
士
会
で
は
、
４
月

か
ら
、
電
話
に
よ
る
無
料
税
務
相

談
を
開
設
し
ま
し
た
。
税
理
士

が
、
電
話
で
税
金
に
関
す
る
相
談

に
応
じ
ま
す
。
相
談
さ
れ
る
人

は
、
次
の
こ
と
を
確
認
の
上
、
電

話
し
て
く
だ
さ
い
。

・
税
理
士
に
は
税
理
士
法
に
よ
り

守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、

相
談
内
容
を
他
に
漏
ら
す
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

・
当
相
談
室
で
の
相
談
は
無
料
で

す
。
た
だ
し
、
複
雑
な
案
件
、
申

告
書
作
成
な
ど
は
有
料
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
電
話
を
さ
れ
た

ら
、
受
付
担
当
者
が
お
住
ま
い
の

地
域
お
よ
び
電
話
番
号
を
聞
き
、

近
く
の
税
理
士
か
ら
直
接
折
り
返

し
電
話
し
ま
す
。

・
当
相
談
室
で
の
相
談
に
対
す
る

回
答
は
、
一
般
的
な
範
囲
で
行
い

ま
す
。
一
人
あ
た
り
の
相
談
時
間

は
約
20
分
以
内
と
な
り
ま
す
。

・
当
電
話
相
談
の
回
答
を
も
と

に
、
申
告
や
契
約
な
ど
を
具
体
的

に
行
う
場
合
は
、
必
要
な
書
類
を

準
備
し
、
改
め
て
税
理
士
の
関
与

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

・
面
談
に
よ
る
税
務
相
談
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、
電
話
相
談
の
税

理
士
へ
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
相
談
時
間

　

平
日
の
午
前
10
時
～
午
後
４
時

　

※
土
日
・
祝
祭
日
・
夏
期
・
年

　

末
年
始
な
ど
は
休
室

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

南
九
州
税
理
士
会
・
も
し
も
し

　

税
金
相
談
室

　

☎
０
１
２
０
（
３
７
３
）
６
７
８

危
険
物
取
扱
者
試
験
お
よ
び

受
験
準
備
講
習
会

　

危
険
物
取
扱
者
試
験
を
次
の
と

お
り
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

試
験
に
合
わ
せ
て
乙
種
第
４
類
の

受
験
準
備
講
習
会
を
実
施
し
ま

す
。

・
危
険
物
取
扱
者
試
験

○
試
験
実
施
日

　

６
月
11
日
（
日
）

○
試
験
の
種
類

　

全
種
類
（
加
え
て
乙
種
の
複
数

受
験
を
実
施
）

○
受
付
期
間

　

電
子
申
請

　

４
月
７
日
（
金
）
～
18
日
（
火
）

　

書
面
申
請

　

４
月
10
日
（
月
）
～
21
日
（
金
）

○
試
験
地

　

出
水
市
ほ
か

　

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

・
受
験
準
備
講
習
会（
乙
種
第
４
類
）

○
開
催
会
場
・
日
時

・
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
鹿
児
島

　

５
月
13
日
（
土
）・
14
日
（
日
）

・
川
内
文
化
ホ
ー
ル

　

５
月
20
日
（
土
）・
21
日
（
日
）

・
国
分
公
民
館

　

５
月
27
日
（
土
）・
28
日
（
日
）

○
講
習
時
間

　

受
付　

午
前
９
時
30
分
～
10
時

　

講
習　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

○
受
講
料
・
テ
キ
ス
ト
代

・
受
講
料

各
地
区
危
険
物
安
全
協
会
会
員

５
２
５
０
円
（
会
員
以
外
は

６
３
０
０
円
）

・
テ
キ
ス
ト
代　

１
６
０
０
円

○
受
講
申
込
方
法

　

講
習
会
当
日
、
各
会
場
で
の
受

講
申
し
込
み

※
協
会
会
員
の
人
は
事
前
に
検
印
な

ど
手
続
き
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

・
危
険
物
取
扱
者
試
験

　

一
般
財
団
法
人
消
防
試
験
研
究

　

セ
ン
タ
ー
鹿
児
島
県
支
部

　

☎
０
９
９
（
２
１
３
）
４
５
７
７

・
受
験
準
備
講
習
会

　

一
般
社
団
法
人
鹿
児
島
県
危
険

　

物
安
全
協
会

　

☎
０
９
９
（
２
５
７
）
５
２
０
０

出
水
地
区
工
友
会
協
定
賃
金
が

改
定
さ
れ
ま
し
た

　

出
水
地
区
工
友
会
の
協
定
賃
金

が
次
の
と
お
り
改
定
さ
れ
ま
し

た
。

○
協
定
賃
金

　

責
任
者　

２
万
円

　

技
能
者　

１
万
９
千
円

　

一
般　

１
万
８
千
円

　

※
見
習
い
者
に
つ
い
て
は
、
責

任
者
の
判
断
に
よ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
地
区
工
友
会

　

代
表　

田
中
義
夫

　

☎
（
87
）
０
３
３
６

国
税
に
関
す
る
一
般
的
な
相
談

は
「
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
へ

　

国
税
に
関
す
る
一
般
的
な
相
談

は
「
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
熊
本
国
税
局
電

話
相
談
セ
ン
タ
ー
の
職
員
が
ご
相

談
を
お
受
け
し
ま
す
。

　
「
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
利
用

の
手
順
は
次
の
と
お
り
で
す
。

１
．
最
寄
り
の
税
務
署
へ
電
話

２
．
自
動
音
声
案
内
に
従
い
、
番

号
「
１
」
を
選
択

　

※
税
務
署
に
対
す
る
問
い
合
わ

せ
や
納
税
相
談
、
ま
た
は
職
員
に

用
件
の
あ
る
人
は
、
番
号
「
２
」

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

３
．
自
動
音
声
案
内
に
従
い
、
相

談
し
た
内
容
の
番
号
を
次
の
中
か

ら
選
択

　

①
個
人
の
年
金
や
事
業
な
ど
の

　
　

所
得
税

　

②
給
与
な
ど
の
源
泉
徴
収
ま
た

　
　

は
年
末
調
整

　

③
相
続
税
や
贈
与
税
ま
た
は
譲

　
　

渡
所
得

　

④
法
人
税

　

⑤
消
費
税
や
印
紙
税

　

⑥
そ
の
他
の
お
問
い
合
わ
せ

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
税
務
署

　

☎
（
62
）
０
２
０
０

　

※
自
動
音
声
案
内

平
成
29
年
度
全
国
戦
没
者
追
悼

式
参
列
遺
族
募
集

　

平
成
29
年
度
の
全
国
戦
没
者
追

悼
式
へ
の
参
列
を
希
望
さ
れ
る
遺

族
の
か
た
を
募
集
し
ま
す
。

○
期
日

　

８
月
15
日
（
火
）

　

※
前
日
か
ら
の
団
体
行
動
と
な

り
ま
す
。

○
場
所

　

日
本
武
道
館

○
対
象
者

　

戦
没
者
の
配
偶
者
お
よ
び
三
親

等
内
の
親
族

　

※
過
去
に
参
列
し
た
こ
と
が
無

　

い
人
を
優
先
し
ま
す

　

※
「
次
世
代
へ
の
継
承
」
と
い

　

う
観
点
か
ら
18
愛
未
満
の
遺
族

　

に
つ
い
て
も
募
集
し
ま
す

○
申
込
期
間

　

５
月
１
日
（
月
）
～
31
日
（
水
）

○
募
集
人
員

　

65
人

　

※
申
し
込
み
が
多
数
の
場
合

は
、
選
考
と
な
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
町
民
福
祉
課

　

☎
（
86
）
１
１
５
７
［
直
通
］

　

県
庁
社
会
福
祉
課

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
２
８
３
０

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切替を推進

◎問い合わせ先
　役場水道課下水道係　☎（88）5664［直通］

浄化槽設置工事費個人負担金の内訳　町の浄化槽整備事業は、個人設置型整
備事業で推進されています。
　これにより、平成 29 年度までに限り
浄化槽設置工事費（本体のみ）に対して
補助金が増額され、個人負担金の軽減が
図られます。
　単独処理浄化槽（し尿のみを処理する
浄化槽）から、合併処理浄化槽に付け替
えるかたには、撤去費の一部を補助（上
限９万円）しています。

人槽区分

個人負担金

（旧）
平成 23 年度まで

⇨
【半額に軽減】

（新）
平成 24 年度から
平成 29 年度まで

5 人槽 170,000 円   85,000 円

７人槽 200,000 円 100,000 円

10 人槽 250,000 円 125,000 円

単独処理浄化槽撤去費補助　上限 90,000 円

負担軽減措置は今年まで！

2021


